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１　磐田市の決算状況

（１）令和５年度総合決算収支

（２）令和５年度一般会計決算収支

　令和５年度の歳入総額から歳出総額を単純に引いた収支（形式収支）は約35億５千万円の歳入
超過（黒字）となっています。このうち、翌年度に繰り越した事業のための財源が約２億３千万
円あるので、これを差し引いた収支（実質収支）は約33億３千万円の歳入超過（黒字）となりま
す。そして、前年度からの繰越や基金の積み立て・取崩し等の要素を加味した収支（実質単年度
収支）は、約15億１千万円の歳出超過（赤字）となりました。
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（３）一般会計歳入

　令和５年度歳入決算内訳

　市税については、コロナ禍からの回復基調を受け、企業の設備投資が増加したことによる固定資産
税の増額、給与所得について納税義務者数及び所得が増加したことによる個人市民税の増額、円安や
価格転嫁の影響による法人市民税の増額などにより4.5％の増となりました。
　グラフを見ると、市税が歳入の39.8％と大きな割合を占めています。市税や使用料・手数料、財産
収入など、市が自主的に収入できるお金を自主財源といいます。一方、地方交付税や国庫支出金、県
支出金、市債など国や県の意思により定められたり、割り当てられたお金などの収入を、依存財源と
いいます。令和５年度の自主財源比率は53.7％で、令和４年度から1.1ポイントのプラスとなりまし
た。これは、固定資産税、個人市民税及び法人市民税の増額などにより、自主財源である市税が増と
なったことなどによるものです。
　令和２年度は、特別定額給付金給付事業費補助金などの増により国庫支出金が大幅に増えたため依
存財源の割合が多くなりましたが、その他の年度では、自主財源である市税が全体の約４割を占めて
います。
　自主財源の割合が高いほど安定した財政となり、市の自由度が高まることから、自主財源の確保が
重要な課題といえます。
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（４）一般会計歳出（目的別）

　令和５年度決算内訳

　歳出を行政目的別に分類してみると、令和５年度においては民生費、総務費、教育費、土木費、衛生
費、公債費の順に割合が多くなっています。
　民生費は、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業や住民税非課税世帯等臨時特別給付
金給付事業の皆減はあるものの、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業の皆増などによ
り6.2％の増となりました。総務費は、定年延長に伴う職員退職手当の減額などはあるものの、地域振興
基金積立金の皆増、職員退職手当基金積立金の増額や体育施設管理事業の増額などにより、前年度と比べ
27.7％の増となりました。
　令和２年度は、特別定額給付金給付事業の影響により総務費の割合が多くなっていますが、その他の年
度では、民生費の割合が一番多くなっており、全体の約３割を占めています。
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（５）一般会計歳出（性質別）

令和５年度決算内訳

　歳出を性質別に分類してみると、令和５年度においては、扶助費、人件費、物件費、建設事業費、補
助費等、繰出金、公債費の順に割合が多くなっています。扶助費は、電力・ガス・食料品等価格高騰緊
急支援給付金給付事業や住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業の皆減はあるものの、電力・ガ
ス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業の皆増などにより、増となりました。物件費は、新型コ
ロナウイルスワクチン接種事業の減額やプレミアム商品券事業の皆減などにより、減となりました。
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２　財政指標でみる磐田市の財政状況

（１）財政力指数

磐田市 県内市町平均 県内市町順位
令和５年度 0.783 0.813 20/35
令和４年度 0.797 0.833 20/35
令和３年度 0.823 0.850 20/35

※数値は3カ年平均です

※全国平均値は単純平均、その他の平均値は加重平均です

　毎年度の地方交付税（普通交付税）の算定に用いる「基準財政収入額（標準的に収入さ
れるであろうと算定された市税等の額）」を「基準財政需要額（標準的な行政運営を行う
ために必要であると算定された経費の額）」で除して得た数値の過去３カ年の平均値で
す。
　地方公共団体が自力で必要な財源をどのくらい調達できるか示しており、この数値が高
いほど普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえます。
「１」を超えると普通交付税が交付されない団体（不交付団体）となります。

　平成21年度は財政力指数が1.00を上回っていましたが、平成22年度以降はリーマン
ショック後の景気低迷により基準財政収入額が減少していることなどから低下傾向にあ
り、平成24年度以降は県内市町平均を下回っています。
　令和５年度は、基準財政需要額から控除される臨時財政対策債発行可能額が大幅減と
なったため基準財政需要額は前年度に比べ増となっているものの、市町村民税法人税割の
大幅な増や地方消費税交付金の増などにより基準財政収入額が前年比増となり、基準財政
需要額の増より基準財政収入額の増が大きかったことから、単年度の財政力指数としては
0.799となりました。
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（２）経常収支比率

磐田市 県内市町平均 県内市町順位
令和５年度 87.4% 89.2% 9/35
令和４年度 86.2% 87.3% 13/35
令和３年度 84.5% 83.4% 22/35

※各平均値は単純平均です

　人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費（経常的経費）に対し
て、市税や普通交付税など毎年度経常的に収入される一般財源（経常一般財源）がどの程
度使われているかを示す割合です。
　財政構造の弾力性を示す指標で、この比率が高いほど、普通建設事業費等の臨時的な経
費に使うことができる財源に余裕がなく、財政構造の硬直化が進んでいることになりま
す。

　令和５年度は、物件費や扶助費などの経常的経費が増額となり、臨時財政対策債の減に
より経常一般財源等が減少したため、前年度と比べ1.2ポイントの増となりましたが、県
内市町平均は下回っています。
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（３）実質収支比率

磐田市 県内市町平均 県内市町順位
令和５年度 8.3% 8.2% 11/35
令和４年度 8.7% 9.7% 16/35
令和３年度 6.8% 9.5% 27/35

※順位は比率が高い方を上位としました
※各平均値は単純平均です
※全国平均値は公表時期が遅いため表示されていない年度があります。

　令和５年度は、歳出における不用額が前年度決算額と比べ減となったことなどにより、実
質収支額が前年度と比べ約１億円減少したため、実質収支比率が低くなりました。
　平成23年度からいわゆる「精算補正」を実施し、歳出不用額を減額するなど、これまで決
算剰余金として繰り越されていたものの精査を行い、財政調整基金や公共施設整備基金への
積み立てなどにより予算上で整理した結果、平成22年度の実質収支比率10.5％より低い水準
となっています。今後も引き続き、予算見積りの正確性の向上や、適時適切な補正予算措置
に努めていきます。

　実質収支額（歳入決算額から歳出決算額を引いた額から翌年度へ繰り越す財源を除いた額）
の標準財政規模に対する割合です。歳入超過（黒字）であれば正数で、歳出超過（赤字）であ
れば負数で表します。
　実質収支においては、歳入超過（黒字）の額が多いほどよいという訳ではありません。地方
公共団体は営利を目的としていない以上、歳入超過（黒字）の額が多いことが財政運営の良好
さにそのままつながるものではないためで、一般的には3～5％が適当であると言われていま
す。
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（４）健全化判断比率

Ⅰ.実質赤字比率

Ⅱ.連結実質赤字比率

　平成１９年６月「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、地方公共
団体において健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、公表することが義務付けられ
ました。
　これにより、従来の一般会計等を対象とする指標に加え、特別会計、公営企業会計、
第三セクター等にまで対象を広げた新たな指標を算定し、財政状況の的確な把握・早期
の是正を行うことにより、財政の健全化を図り、地方公共団体の財政破綻を未然に防ご
うとするものです。

＜一口メモ＞　～標準財政規模～
地方自治体の一般財源の標準的大きさを示す指標で、実質収支比率、実質公債費比率、連結実

質赤字比率、将来負担比率など、基本的な財政指標や財政健全化指標の分母となる重要な数値で
す。標準的に収入しうる「経常一般財源」といえます。

　一般会計等を対象とした赤字の程度を指標化したもの。一般会計等の実質的な赤字額
の標準財政規模に対する比率で、財政運営の深刻度を表します。
　令和５年度も磐田市は、実質赤字額はありません。全国市区町村においては、実質赤
字額がある団体はありませんでした。（令和４年度決算：１団体）

　すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化
したもの。全会計の実質的な赤字額の標準財政規模に対する比率で、財政運営の深刻度
を表します。
　令和５年度も磐田市は、連結実質赤字額はありません。全国市区町村においては、連
結実質赤字がある団体はありませんでした。（令和４年度決算：なし）

＜健全化判断比率の対象＞
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Ⅲ.実質公債費比率

磐田市 県内市町平均 県内市町順位
令和５年度 0.9% 5.2% 1/35
令和４年度 1.7% 5.4% 3/35
令和３年度 2.5% 5.5% 3/35

※数値は3カ年平均です
※各平均値は加重平均です

　早期健全化基準及び全国・県内市町の平均を下回っており、健全な状況であるといえ
ます。３カ年平均の比率は0.9％となり、前年度と比べ0.8ポイント改善しました。単年
度の比率では、元利償還金の増はあるものの準元利償還金の大幅減などにより、0.3％と
なり前年度に比べ0.6ポイント改善しました。
　平成25年度以降は、10％を切り数値が改善していますが、今後は大型事業の実施や老
朽化した施設更新等に伴う財源確保のための市債借入れの増に伴い、元利償還金も増加
が見込まれることから、投資的経費の見直し等を継続的に行い、健全な財政運営の維持
に努めていきます。

　一般会計等が負担する借入金の返済額及びこれに準ずる額（特別会計や企業会計、一部
事務組合への繰出金・負担金のうち借入金の返済に使われた額など）の大きさを指標化し
たもの。元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率で、資金繰りの危険度
を示します。
　この比率が18％以上になると市債の発行に県の許可が必要になり、また25％以上になる
と市債の発行の一部が制限されることになります。
　県内市町で早期健全化基準（25％）を上回る団体はありませんが、全国市町村で早期健
全化基準及び財政再生基準（35％）を上回る団体は、1団体（北海道夕張市67.2％）と
なっています。(令和４年度決算も同じ)
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Ⅳ.将来負担比率

磐田市 県内市町平均 県内市町順位
令和５年度 - 4.1% 1/35
令和４年度 - 4.0% 1/35
令和３年度 - 7.1% 1/35

※各平均値は加重平均です

　令和５年度も令和４年度と同様に、充当可能財源等が将来負担額を上回ったため、将来負
担比率は数値なしとなりました。以前は、全国市町村平均及び県内市町平均を上回っていま
したが、新規借入の抑制、繰上償還の実施による地方債現在高の減少や、将来負担に対する
財政調整基金等の増額などの取り組みを継続して進めてきたことにより、各平均以下となる
ところまで改善されてきました。
　今後は、大規模事業の進捗や老朽化した施設更新等に伴う財源確保のための市債借入れ
や、基金の取崩しが増加することで比率の上昇が見込まれるため、健全な財政の運営を計画
的に行うことが引き続き必要となります。

　一般会計等が負担する借入金や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高
を指標化したもの。将来的に支出しなければならない実質的な財政負担の標準財政規模に
対する比率で、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示します。
　令和５年度は、全国市町村で早期健全化基準（350％）を上回る団体はありません。
（令和４年度決算：なし）
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３　磐田市の“借金”と“貯金”

（１）市債残高

Ⅰ．市債残高の推移（一般会計）

Ⅱ．市債残高の推移（全会計）

　市債とは、道路や公園、学校などを建設・改修したり、災害があった時の復旧など主
に建設事業などを実施する際の財源として、国や金融機関などから借り入れる借入金で
す。
　市債には、単年度の財政負担の軽減や、将来その施設等を使う世代にも経費を負担し
てもらい、世代間の負担を公平にするという目的もあります。

※令和元年度より農業集落排水事業及び公共下水道事業が特別会計から企業会計へ移行した
  ことから、同会計の市債区分を変更しています。
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Ⅲ.市民一人当たり市債残高（普通会計）
（単位：円）

磐田市 県内市町平均 県内市町順位
令和５年度 328,289 400,688 12/35
令和４年度 328,209 403,703 10/35
令和３年度 337,559 403,126 10/35

　令和５年度末の市債残高は、一般会計（普通会計）では547億2,045万円で前年度末と
比べ2億6,120万円減少し、市民一人当たりの市債残高も県内市町平均を下回っていま
す。
　新規借入の抑制や繰り上げ償還を進めた結果、全会計（一般会計、特別会計、企業会
計の合計）の市債残高は減少傾向にあり、一般会計（普通会計）では地域振興基金積立
事業による借入額の増はあるものの、借入額を償還額が上回ったため、前年度に比べて
減少しています。また、臨時財政対策債などの特例債の占める割合についても減少傾向
にあります。
　安易に市債に頼らず、事業を精査し、借入れをできる限り抑制することで、第２次磐
田市総合計画後期基本計画の目標値である全会計の市債残高950億円以下（令和８年度
末）を念頭に、全会計での市債残高の圧縮を図っていきます。

＜一口メモ＞　～臨時財政対策債～
国から地方自治体に分配する地方交付税の財源が足りないため、その不足する金額の一部を、

いったん地方自治体で借金をしてまかなっておくものです。他の市債と違い、自由に使える地方
交付税の代わりとしての借金ですので、建物の建設などに限らずに使うことができるという特徴
があります。
　地方交付税として交付されるべき額の一部が、臨時財政対策債の発行に振り替えられていると
いう形であり、発行の有無に関わらず発行可能額の100％が後年度に交付税措置されます。そう
いう意味では「実質的な地方交付税」と見ることもできます。その一方で、あくまでも地方自治
体の責任において行う「借金」であることには変わりなく、借り入れに当たっては適切な判断が
求められています。
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（２）基金残高

Ⅰ．基金残高の推移（普通会計）

Ⅱ.市民一人当たり基金残高（普通会計）
（単位：円）

磐田市 県内市町平均 県内市町順位
令和５年度 89,529 97,341 27/35
令和４年度 81,670 95,420 27/35
令和３年度 85,869 89,710 25/35

　基金とは、家計での貯金に当たるものです。
　基金のうち「財政調整基金」は、年度間の財源調整のための基金であり、急激な税収
の落ち込みや災害の発生など、不測の事態に備え、長期的視野に立った計画的な財政運
営を行うために積み立てられているものです。
　その他、しっぺいこども福祉基金、退職手当基金など、特定の目的のために設置した
基金（特定目的基金）があります。

　令和５年度末の基金残高は、財政調整基金が83億2,225万円で前年度末と比べ3億
1,152万円の増、年度末の全ての基金を合わせた場合では149億2,312万円となり前年度
末と比べ12億4,176万円の増となりました。これは、体育施設管理事業や市役所本庁舎
長寿命化改修事業に充当した公共施設整備基金や海岸堤防整備事業に充当した津波対
策事業基金等の取崩しはあったものの、地域振興基金積立金や職員退職手当基金積立
金等の増により積立額が取崩額を上回ったことによるものです。また、県内市町の基
金残高についても増となっており、市民一人当たりの基金残高では、県内市町平均を
下回りました。
　今後も、大規模事業や老朽化した施設更新等への充当により基金残高は減少すると
を見込んでいますが、適正規模の基金を維持し、第２次磐田市総合計画後期基本計画
の目標値である「財政調整基金残高40億円を下回らない」（令和８年度末）を確保し
ながら適切に活用していきます。
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